
【参考】 

 

「社会・労働保険等への加入状況」に係る添付書類及び確認方法について 

 

 岩手県林業事業主改善計画認定要領（平成 9年 3月 19 日付け林振第 1212 号）の様

式２（林業事業主改善計画書）及び様式１３（改善措置実施状況報告）に添付する「社

会・労働保険等への加入状況」が確認できる書類及び人数等の確認方法については、

以下のとおりとする。 

 また、各保険等の申告等の時期と様式２等の申請時期が同時期でないこと等により、

１から４の各保険等の申告書等に記載された人数と様式２等の「被保険者数」の人数

とが一致しない場合は、その理由を「朱書」で書き込むなど、合理的な説明や方法に

より確認するものとする。 

 

１．労災保険の被保険者数（労働者数）について 

 直近の「労働保険概算・確定保険料申告書［継続事業（一括有期事業を含む。）］（事業

主控）」の写しの添付を求める。 

 被保険者数は、「④常時使用労働者数（項 6）」を確認すること。 

 

２．雇用保険の被保険者数について 

 直近の「労働保険概算・確定保険料申告書［継続事業（一括有期事業を含む。）］（事業

主控）」の写しの添付を求める。 

 被保険者数は、「⑤雇用保険被保険者数（項 7）」を確認すること。 

 

３．健康保険の被保険者数について 

 直近の「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」の写しを求める。 

 被保険者数は、「被保険者氏名」を確認すること。 

 

４．厚生年金保険の被保険者数について 

 「３．健康保険の被保険者数について」と同様とする。 

 

５．備考欄について 

 （１）労災保険の保険料率について 

   直近の「労働保険概算・確定保険料申告書［継続事業（一括有期事業を含む。）］（事

業主控）」の「⑨保険料・拠出金率の（ロ）」を確認すること。 

 

 （２）備考欄の事業の種類について 

   直近の「労働保険概算・確定保険料申告書［継続事業（一括有期事業を含む。）］（事

業主控）」の「㉕事業又は作業の種類」を確認すること。 

 

 （３）備考欄のメリット適用について 

   直近の「労災保険率決定通知書」の「④メリット増減率」を確認すること。な

お、増減率は±35％の間で 5％刻みである。 



( 1)

労災保険率が1000分の60では無い（メリット制を適用している）場合は 
労災保険率決定通知書を別途提出する。
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